
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□京都市中小企業等総合支援補助金の申請受付が始

まっています。申請期限は 10月 31 日（月）です。

幅広い経費を補助するもので、令和 4 年 4 月～9

月のいずれかの月の売上が 1 年前～3 年前の同月

と比べて 30%以上減少している法人・個人が対象で

す。 

□8月、9月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準

備をして下さい。 

□8月 11 日（木）～8月 15 日（月）当事務所はお盆

休みとさせていただきます。 

□8月 11 日（木）は山の日です。 

 

□個人事業税の第 1期分の納付は 8月 31 日（水）ま

でです。 

□個人住民税普通徴収税額第 2期分の納付は 8 月 31

日（水）までです。 

 

 

 

 

 

 

着眼点 

税理士 田中 彰 
8 月に入り猛暑の日が続きます。コロナも猛威を振るう中、とにかく皆様のご無事をお祈り申し上げます。

しばらくの間、特にご自愛ください。 

さて、私たちは情報提供の一つとして、毎月初めに「T&M 通信」を発行していますが、皆様にとってさらに

有意義な情報提供の形を模索してきました。そこで今回からは当事務所が Tax House 事業で提携している株式

会社エフアンドエム（東証スタンダード上場）の税務や経営（補助金情報も充実しています）に関する記事や

情報を皆様と共有することにより、それが達成できればと考えています。具体的には、 

①これらの記事を当事務所のホームページ上に掲載いたします。表題は「知らないと損する!?お金や税金ニュ

ース」や「総務サポート NEWS」です。また、隔月で発刊される「経営サポートナビ」もあり、記事の充実

度は高いと思います。 

②半面、全部の記事や情報に目を通されることは、不可能に近いと思いますので、「T&M 通信」で記事のご案

内をさせて頂こうと考えています。 

③さらに、税務や経営に関する動画による研修もけっこう充実しています。内容については次月号以降でご紹

介しますので、ご関心のある方は事務所スタッフまでお問い合わせください。 

T&M 通信 8 月号は、「知らないと損する!?お金や税金ニュース」のインボイスに関する記事を一つ添付しま

した。今後はペーパーレス推進の観点から、郵送や FAX でお送りしているお客様にも出来る限り紙面を減らし

たいと考えていますので、ご協力ください。 

T&M 田中会計ホームページ（https://tam-jp.com/） 

T&M 田中会計ホームページ「お役立ち情報ページ」（https://tam-jp.com/msnavi/） 

 

今月の経営チェックポイント✓ 納税期限スケジュール 

 


